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WeConductedas即veyonchiは 鼠もuseinNiigataPrefectuye.Dataonchildaもuse

caseswerecollectedfrom hospitalsandclinicsinNiigataPrefecture.Thepresentsur-

veyidentified38easesofchildabusebetweenJanuary199LlandDecember1998.These

casesconsisted ofphysieaiabuse (55.3%),ne欝lect (42.1%),Psychoiogiは1abuse

(26.3%),sexualabⅦse捻6%),MunchhatiSenSynd㌻omebypTOXyは6%),andothers

は.6%).Thea酢 OftheChildrenaもdiagnoSisrangedfrom Onemonthtosixteeny組rS.

Twelveeases(30.8%)W即einfantsumdeT沌eaL監eOftwelvemonths.FivechildrenWere

killedbyabuse,allofwhom wereundert-heageofeighteenmonths. Causesofthe

deathweredehydration,intracranialbleeding,anddrowning,butunknownintwocases.

Fiftypercentofwholeeaseswereabusedbytheirrealmothersand7.9qbwerebytheir

Tealfa汰ers.C級uSativeba洩gTOundsofもhechildrenweremenもaiFetaTdaも豆on(23.9%),

low bir虹 w eigbt皇nfants (18.4%),physicaldi組bi且ities (18A%),chronic diseases

(13.2%)andothers. MajorfactoTSOffamilycircumstancesassociatedwithchild

abusewerefinancialproblems,discordbetweentheparentsandisolat･ionfrom rela-

tives.neighborsorfriends. Twenty-fivecaseswerereferredaftertheirdiagnosisto

ot､herfacilit､iessuchaschildguidanceclinics,socialworkers.publichealthcenters,and

otherlocalfacilit-ies,meanwhileresidual13Caseswerenotreferredtoanyfacilitiesat

all.Thesefindingssuggestedthatestablishmentofnetworksamongthepr()fessionals
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1. は じ め に

近年,わが国においても子どもの虐待に対する社会的

関心が高まってきており,虐待の早期発見と対応,そ し

てその予防のために各地域で様々な取り組みが為され始

めている.しかし,新潟県におけるこういった取 り組み

はまだまだ不十分なものと考えられ,これらの取り組み

の改善と充実が至急に求められている.そのためには,

現時点の新潟県における子どもの虐待に関する実態の把

瞳と分析が必要であるが,これまで新潟県全体としての

データは児童相談所の年度報告のみしかなかった.そこ

で今軌 子どもの虐待問題への対応の現状と問題点の分

析,そして今後の対応策の検討を目的として,新潟県医

師会の協力を得て,過去5年間の新潟県内の医療機関に

おける子どもの虐待の実態調査を実施した.

2.対象および方法

1) 調査対象 ;一次調査の対象は,新潟県内の小児軌

整形外科,脳神経外科,皮膚科,産婦人科,精神科の常

勤医のいる109の病院の248診療科と,新潟県医師会に

所属する個人開業の1,256件の診療所とした.

2) 調査方法 ;平成11年4月に,平成6年 1月から平

成10年末までの5年間の予どもの虐待症例の経験の有無

等についての一次調査用練を調査対象機関へ送付 した.

さらに,一次調査にて子どもの虐待を経験 したと回答 し

た機関へ二次調査網紙を送付した.

3) 調査内容 ;一次調査の内容は,5年間の虐待症例

の経験の有無,経験症例数,経験した場合の対応,予 ど

もの虐待に対する意識についてであり,二次調査は,昭

和62年に国立小児病院が全国の医療機関に対して行った

児童虐待の調査票日 と平成2年に大阪児童虐待研究会

が行った ｢被虐待児の予防 ･早期発見 ･援助に関する調

査報告｣の児童虐待調査票2)を参考に独 白に二次調査

周紙を作成した.二次調査の内容は,虐待の種類,診断

された時の子どもの年齢,虐待が始まったと思われる年

齢,子どもの生育歴,受診時の主訴,身体症状,虐待を

疑った理由,子どもの転帰,虐待の背景 (家族構成,チ

どもの側の要因,虐待者側の安臥 家庭の生活状況の要
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因等),援助機閲との連携等についてである.

3.結 果

1) 一次調査

一次調査では,248の病院診療科と1.256の診療所の

合計 1.504ヶ所に調査網紙を送付し.805ヶ所より回答

が得られ,回答率は53.5%であった.平成 6年から平

成10年末までの5年間の十どもの虐待症例の経験につい

ては,回答のあった機関の種.3%にあたる35機関で,確

診例,巌診例あわせて合計77症例が経験されていた.珍

療科別では (泰1)小児科が37症例で 4乱1%を責めて

いた.

2)二次調査

aL. 症例数,回答率 ;一次調査で子どもの虐待症例

の経験ありと回答のあった35機関に二次調査用紙を送付

し,21機関より回答が得 られ,回答率は60.0%であっ

た.鶴件の報告があったが,複数の医療機関より重複 し

て報告された症例が6例あったため,実人数は38症例で

あった.診療科別の報告数は,小児科が35件 (76.且%)

と一次調査同様に多く,以下精神科 7件 (15.2%),塞

形外科 2件 (4.3%),内科,外科が各 1件 は2%)で

あった.

b. 被虐待児について ;性別は,男児20例,女児18

索1 -次調査における診療科別虐待症例数

病院診療科 診藤森 総計 (%)

小 児 科 30 7 37(48.1)

精 神 科 19 0 19(24.7)

脳神経外科 4 0 4(5.2)

整 形 外 科 2 2 4(5.2)

眼 科 0 4 4(5.2)

皮 膚 科 0 4 4(5.2)

産 婦 人 科 2 1 3(3.9)

内 科 0 1 1(1.3)

外 科 0 1 1(1.3)
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図1 被虐待児の診断時の年齢

表2 虐待の種類 (複数回答あ り)

男児 (%)女児 (%)総数 ttli,)

身体的虐待 10(5m0)ll(61.1)21(55.3)

養育の怠慢,拒否,無知 8(40.0) 8(44.4)16(42.1)

心理的虐待 6(弧0) 4(22.2)10(狐3)

性的虐待 0(0.0) 1(5.6) 1(2.6)

その他 1(5.0) 0(0.0) 1(2.61

例であった.診断時の年齢 (図1)は.1歳未満 児が12

件 (30.8%)と解 も多 く.7歳未満 児が34件で全体の

87.2%を占めていた‥酎 巳の出生体重は,全例中の 18.4

%にあたる 7症例が 2,500g未満の低出生体重児であっ

た.また,6症例 (15.8%)が新生児期 に NICU 等 に

入院 し,出産後の母子分離 を経験 していた.何 らかの疾

病の既往了慢性疾患が16例 拍2.i%)であ り,精神発達

遅滞,発育発達遅滞,てんかん等が多かった.

虐待の種類 (泰2) は,身体 的虐待 が 55.3%,養育

の怠慢 ,拒 否 ,無知が 42.1%,心理 的虐待 が 26.3%,

性 的 虐 待 , そ の 他 に 分類 した h･,lunchhausen syn-

dromebyproxy,不明がそれぞれ 2.6%であった.複

数の虐待 を合併 していた症例が10例あった,男女差 は特

に認めなかった.

安静時の主訴 (泰 3)は,意識障害が 8件 と展 も多 く,

寮3 受診時主訴 (複数回答あり)

主 訴 件数 主 訴 件数

激級障審 8 骨折 2

栄養障害 6 愛情剥奪症候群 2

精神運動発達の遅れ 6 過食 i

被虐待児症候群 5 貧血 1

異常行動 5 腹部膨満 1

皮下出血 5 不登校 1

発育障害,発達障害 5 その他 9

発熱 5 感得者が相談に来院 2

曜吐 5 感得者からの電話相談 1

けいれん 5 幻聴,腹痛 1

外傷 4 塞痘ア トピー性皮膚炎 1

脱水 4 発作性高血圧 1

呼吸障害ナ停止 4 心因性難聴 1

来院時死亡 (BOA) 3 右片麻嘩 1

消耗 3 顔色不良 1

以下栄養障害,精神運動発達の遅れが各 6件 ,被虐待児

症候群,異常行動,皮下出血,発達発 育障害 ,発熱 ,畷

畦が各 5件 と続 き,来院時死亡 (以下 DOA)も3件あっ

た.子 どもの身体所見 (表 4) で は ,低 身長 が 14件
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寮4 身体所見 (複数回答あり)

身体所見 例数 身体所見 例数

低 身 長 14 けいれ ん 5

低 体 患 12 意 識障害 4

栄 養 障 審 10 骨 折 4

硬膜下血腫 8 脳 挫 傷 3

皮 下 出 血 7 擦 過 傷 3

(36.8%).低体重が12件 (31.6%),栄養障害が10件

(26.3%)と養育の怠慢によると思われる所見が約 3割

の症例にみられた.以下,硬膜下血腫 8件 (21.1%),

皮下出血 7件 (18.4%).打撲傷6件 (15.8餌 と身体

的虐待による所見が続いた.行動情緒の問題所見として

は,精神運動発達の遅れが最も多かったが,無嚢情,お

ぴえ,過敏,無反応等の被虐待児にみられ易いとされる

所見もみられた.

C, 診療について ;受診時の同伴者は,母親のみが

18件と教も多 く,以下両親,母親と救急隊,父親,両親

と救急隊,親と他の家族 と続 き,全体の 80.4%で両親

の少なくとも一人が同伴 していた.

虐待を疑った理由としては,症状に鮒する親の不 自然

な言動,態度14.5%,子 どもの身体面の臨床所見 12,0

%,親の告白10.8%,子どもの親に対する異常な態度,

保護者の育児能力の低さが各9.6%と多くみられ,その

他,予どもの異常行動,不潔,予どもの栄養状態の悪さ,

受診の遅れ,極端に厳 しいしつけ,保護者の育児に対す

る不安の強さ,兄弟が虐待を受けている等であった.

被虐待児の転帰 (泰5)は,三次医療機関や,小児療

育センター等-転院した症例が 21.7%と最 も多 く,以

下,通院中,退院後生存が各々 19.6% と続いたが,

Do且 3例,入院中と退院後の死亡例が各 1例 と合計 5

例の死亡例を認めた.また,転帰不明と記載された症例

が6例あった.

d. 虐待の背景について ;被虐待児の家族構成は,父

親は実父32人 (別居中3,離別4,死別 日 ,継父 2人,

不明4人で,母親は実母33人 (死別 1人 消息不明1人),

継母 1人,不明4人であった.診断時のIi親の年齢分布

は21才から51.㌢で∴平均 3tl.3±8.86才.母親は19才か

ら44才で.平均 29.3±7.17.才で あった.

主たる虐待者は,実母のみが教 も多 く19例 (50.00/Q)

で,以下実父のみ 甘 8%),両親と続き,実母実父のい

表5 被虐待児の転帰 (46件)
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転院 10(21,7%)

退院後生存 9(19.6%)

通院中 9(19.6%)

来院時死亡 tDOA) 3(6.5%)

虐待者が治療を受けた 2(4.3%)

退院後不明 2(私3%)

入院中 2(4.3%)

退院後死亡 1(2,2%)

入院中死亡 1(2,2%)

その他 1(2,2%)

不明 6(13.0%)

ずれかが関与 していたものは38例中25例で,65.8%を占

めていた.

家族内の他児-の虐待は8例 (21.lワも)であり.内訳

は患児の晃が 2例,弟が 2例,殊が 魂例であった.

虐待と関連 したと考えられる要因,背教では,患児の

妊娠出産に関することが らとしては,な し13例 (34.2

%),不明14例 (36.8%)としたものが多かったが,也

産後長期分離 4例 (10,5%),望まない妊娠,出産 3例

(7.9%),婚外子,出産後不調各 2例 は 3%),夫婦不

和下の妊娠,出産 1例 (2.6%)が挙げられていた.磨

待者の要因としては,性格の問題が11例 ほ8.9%)と最

も多 く,以下,生育歴の問題 く被感得歴あ り) 9例

(23.7%),家事能力が低い 7例 (18.4%),偏った育児

信念 6例 (15.8%),予どもへの過度の期待,精神疾患,

知的問題が各 4例 (10.5%),アルコール中毒 2例 (5.3

%),体罰中心のしつけ1例 (2.6%)であった.

子ども側の要因としてほ,知的障害 9例 (23.7%),

身体障害,未熟児が各 7例 拍8.4%)了慢性疾患 5例

(13.2%),病気になりやすい,行動情緒の問題が各 4例

(10.50･ら),なつかない2例 (5.3qLb).その他 5例 (13.2

%)で,全38例中の57.9%にあたる22例がいわゆる育

児困難を伴う子どもであった.

家庭の生活状況の要因としては,孤立 した家庭,経済

的不安定が各14例 (36.8%),束婦不和,不安定12例

(31.6%),育児負担過大10例 (弧 3%),他の家族間の

葛藤,その他が6例 拍5.8%)であった.

p. 治療対応について :連推 した撞助機関 し表6)

は,児童相談所が14件と厳 も多 く,以下院内ソーシャル

r7-カー9作.保健所,病院が各8件.市町村 ･i件,梶
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寮6 連携した援助機関 (複数回答あり)

児寮相談所 14 福祉事務所 2

院内ソーシャルr7- 9 学校 1

保健所 8 幼稚園 0
病院 8 民生委 0
市町村 4 その他 4

保育所 3 なし ll

育所 3件,院内心理戦.福祉事務所が各2件,学校 1件,

その他4件であった.しかし,連携 しなかった症例が11

例,不明が2例あり,34.2%の症例で他槻関との連携が

とられていなかった.

上l.考 察

近年.1-どもの虐待について社会的関心が高まってお

I),児童相談所の相談件数も毎年増加 している.これは.

実際の虐待件数の増加だけではなく.潜在していた症例

の発見も増えているためと考えられる.今回の調査では

医療機関のみを対象とした.診療所については食診療科

を対象としたが才病院は小児科,整形外科,脳神経外科,

産婦人科､皮併科.精神科という子どもの虐待を経験す

る機会が比較的多いと考えられる診療科のみを対象とし

た∴ ､･次調査の回答率は.全体で 53.50もと約半数から

回答が得られた.規模は異なるが,北九州市で 1996年

に小児科 ･小児科標樗内科,整形外科 ･外科 ･その他の

330医療機関に対して行われた実際調査 3)の回答率が

77.9%であることと比較すると,新潟県では25%近 く低

く,子どもの虐待に対する意識の低 さが うかがわれた.

将に病院診療科では,小児科の回答率 80,8%と比較す

ると,飽科の回答率の平均は51.i%と低かった.診療

科別の虐待症例経験数も. 一次調査では小児科が37症例

服.1%と約半数を占め,外科系からは合計20例,26.0%

にとどまった.また,二次調査では.小児科が35作,

76.1%で,外科系からは3件,6.5%のみであり,この3

件のうち2件が身体的虐待であり,外科系からの身体的

虐待の報告数が少なかった,病院では,夜間,休 日など

の時間外診療では当直医としてか児科以外の医師が小児

患者を診療する機会も多く,早期発見,保護のためには

小児科以外の診療科の医師にも予どもの虐待について啓

鷲していく必要性を感じた.

被虐待児の診断時の年齢は,3歳未満児が 61.5%を

占めていた.調査期間は異なるが,平成10年度の新潟県

内の児童相談所の報告では被虐待児は3歳未満が 19.1

%であった.わが国では,被感得児の年齢は-舷に調査

対象機関によって差がみられ,小児科や法医学では 3歳

未満が多く,児垂相談所では3歳未満は少数といわれて

いる机 が,今回の新潟県内の調査で も同様の結果が得

られた.

虐待の種類は身体的虐待が最も多く,発育の怠慢 ･拒

否 ･軽知,心理的虐待と続き.性的虐待.その他が 1例

ずつであったが,大阪市2)や栃木県5)の多機関での調

査結果とほぼ同様の割合であった.受診時の主訴,身体

所見からは,来院時に死亡していた DOA が 3例,演

蓋内出血が9例でうち1例が入院中に死亡,原因不明の

死亡が l例,束症の脱水による意識不明が 1例,窒息後

の低酸素脳症が l例と塞症例が15例で.全体の 39.5%

を占めていた.また.死亡 した5症例は.すべて 1歳6

ナj-】ltl下の幼弱な乳幼児であった.医頼機関で経験する

千どもの虐待症例は.轟症例が多く.かつ前述のように

低年齢の症例が多いため,早期の的確な判断,緊急介入

が必要とされると考えられた.これらの死亡した症例の

うち,2症例が司法解剖され,うち1例は生前に児童相

談所,病院間の連梢がなされていたが,他の3症例では

他機関との連携はとられていなかった,また.調査の時

点で転帰不明と記乾された症例も6刑あi).虐待の再発

の予防のためにも虐待を疑-,)た場合,退院後も定期的に

フォローアップを続け,死亡例に対 しても督寮,児塵相

談所等の他横間とも連携をとっていく必要があると思わ

れた.

虐待の背贋については,国立購 巳病院の全国調査 1)

同様に,子どもの側の要因としては未熟児が 7例 (18A

%)で,新潟県の平成 9年の未熟児出生率 7.5%と比較

すると非常に高い数字であった.また,妊娠,出産に関

することがらとして出産後長期収容分離,望まない妊娠

などが挙げられてお 吟,周産期から産婦人科医,小児科

医,助産婦,保健婦等がハイリスクの家庭にかかわって

いくことが虐待の予防につながると考えられた,また,

虐待の背教については,不明と記載 きれた症例が多 く,

診療時に愚児,家庭の状況について積極的に詳細な病歴

聴取がなされていない症例が多いと考えられた.

連携 した援助機関では,児慶相談所が最 も多かった.

羨7に新潟県の児童相談所の処理件数と,今回の寛恕調

査での医療機関での報告数,児童相談所-の医療機関か

らの通告数を示した,いずれも毎年増加傾和 こあるが,

医療機関から報告された症例は児童相談所での処理件数
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図2 被虐待児の出生体重

泰7 児童相談所の年度別虐待処理件数と医療機関の報告数の比較

1軌 年 1995年 1996年 1997年 1998年

A,児塞相談所の処理件数 (/年度) 17 17 34 44 89

B,医療機関での報告数 (/年) 3 4 6 10 14

B/A (%) 17.6 23.5 17,6 17,6 15,7

C.医療機関から児童相談所への通告症例数 (/年) 1 2 2 3 6

の 15.7-･23.5%で.児喪相談所の処理件数に対する医

療機関からの通告数の割合は5.9-ll.8%とほぼ横ば

いである.

子どもの虐待は,多機関が有機的に連携を図らなけれ

ば解決が困難であるが,児童相談所はその中でも中心的

な援助機関として位置づけられている6).しかし,今回

の調査からほ,児慶相談所と医療機関との連携が,新潟

県においてはこれまでは十分であったとはいえない.ま

た,｢保護者のいない児童叉は保護者に監護させること

が不適当であると認める児童を発見したものは,これを

福祉事務所叉は児童相談所に適合しなければならない｣

という児童福祉法第25条の規定を知らない医師も多いの

ではないかと考えられた.医療機関では医師は一般診療

に追われ,児童相談所を始めとする他機関と連絡をとっ

たり,合同で事例検討する時間がなかなかとりにくいの

が現状である.また,緊急性の判断,援助方針が異なっ
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たi)して,必ずしもスムーズに連携 し,被虐待児に対応

できない.しかし,子どもにと-_)て最も安全で安心でき

る援助態勢を作るためには,児童相談所はもちろん,司

法,行政,福祉その他の多機関で予どもに関わるあらゆ

る職種が虐待についての知識を持ち発見に努めていく必

要がある,その上で多機関,多機種の人々がそれぞれの

機関,職種の役割を生かした地域ネットワークを形成し,

子どもの虐待に対 して迅速かつ粘 り強く,対応 してい く

ことが東要と考えられた.
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